
 

 

令和３年３月１日 

 

県民・事業者の皆様へ 

 

愛媛県知事 中村 時広 

 

新型コロナウイルス感染症に関する「特別警戒期間」の終了について 

 

県民・事業者の皆様には、日常生活や社会経済活動において、新型コロナウ

イルス感染症の収束に向け、感染回避行動を始めとする様々な感染防止対策を

実践していただき、感謝申し上げます。 

 

本県では、年末から年始にかけて顕著となった感染拡大を抑えるため、１月

８日以降を「特別警戒期間」として、県民・事業者の皆様に、新型コロナ特別

措置法に基づく行動自粛要請等を行ってまいりました。 

その後、県民・事業者の皆様の賢明な対応の結果、感染は減少に転じ、クラ

スター発生はあるものの地域への感染の広がりも抑え込めており、毎日２００

件前後の抗原検査が実施される中で新規事例も大幅に減少し、県内の感染状況

は、確実に沈静化の流れにあると評価できます。 

また、先日公表しました、今治市の「変異株の可能性が高い事例」につきま

しては、現時点で国の確定結果は出ておりませんが、その後新規事例の発生が

続いている状況にはなく、保健所による調査や検査でも、感染が地域に広がっ

ている状況は確認されておりません。 

 

こうした足元の感染状況や専門家の意見等を総合的に勘案し、「特別警戒期

間」は３月１日（月）をもって終了することとします。 

ただし、 

  ○緊急事態宣言下にある首都圏等からの感染の持ち込み、持ち帰りリスク

には依然として警戒が必要であること。 

○医療提供体制への負荷は相当程度軽減されたが、入院患者数の状況につ

いて今しばらく注意が必要であること。 

から、当面の間は、引き続き「感染警戒期」として警戒レベルを維持します。 

 

これにより、「特別警戒期間」中にお願いしていた、新型コロナ特別措置法

に基づく各種要請については、県知事としての協力依頼レベルに引き下げると

ともに、会食における４人以下の人数制限も解除することとしますが、 

○感染拡大地域（特定都道府県）への不要不急の往来や出張の自粛につい

ては、引き続き、法に基づく要請として継続すること 

〇年度替わりの恒例行事等（歓送迎会、卒業旅行、転居等）による感染リ

スクに、特に注意すること 

〇決して油断することなく、マスクの着用など、基本的な感染回避行動を

徹底すること 



 

 

など、主な感染回避行動に関しては、特に徹底して実践していただくようお願

いします。 

 

特に、年度替わりの恒例行事等については、年末年始の行動がその後の感染

拡大につながったことを考えると、現在の落ち着いた状況を維持できるかどう

かは、年度末から年度初めにかけてどう振る舞うかにかかっています。県民や

事業者の皆様には、次の２点に注意して賢明な行動をお願いします。 

〇歓送迎会や卒業・入学パーティーについては、「会食や飲酒に伴う感染 

リスク」に特に注意 

〇卒業旅行や転勤・転居などの人の移動については、「持ち込み・持ち帰  

りによる感染リスク」に特に注意 

 

併せて、こうした感染防止対策を十分に行った上で、社会経済活動の再生を

図っていく必要もあります。 

このため、好評いただいている県民限定の県内宿泊旅行の割引の追加発行や、

ＧｏＴｏイートの販売の継続に加え、新たに、卒業旅行を県内で実施した高校

生以上の卒業生を対象に、抽選で県産品をプレゼントするキャンペーンを実施

することとしました。 

また、飲食・宿泊・交通事業者等や生産者の皆様への応援をよびかけ、県内

での消費を後押しするキャンペーンも引き続き展開していきますので、県民の

皆様におかれましては、積極的にご利用いただき、地域の消費回復にご協力い

ただきますようお願いします。 

 

 県民・事業者の皆様の粘り強いご努力のおかげで、現在、県内の感染はひと

まず沈静化している状況にあります。次のステップである「感染縮小期」への

移行に向けて、皆で力を合わせて新型コロナに立ち向かっていきましょう。 

 

なお、これらの対策の詳細については、別添の資料にまとめておりますので、

ぜひご一読いただきますようお願いします。 

また、特別警戒期間の終了については、本日の記者会見でご説明しましたの

で、県民の皆様におかれては、以下の２次元コードから、本日の会見の録画デ

ータをご覧いただきますようお願いします。 
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本県の感染状況の推移と
今後の対策について
「特別警戒期間」は
３月１日(月)で終了

※県内の感染状況等を踏まえて前倒し

ただし
３月２日(火)以降も
「感染警戒期」は継続

感染拡⼤はひとまず沈静化
○国の「ステージ３」の判断目安である７指標
・国の7指標はすべてステージ３を大きく下回る状況に改善
・医療提供体制に⼀定の負荷は続いているが、ステージ１に近づきつつある状況

７指標
（本県に当てはめた場合）

特別警戒期間
開始前

(1/8公表)

２週間経過後
延⻑時

(1/22公表)

４週間経過後
再延⻑時
(2/5公表)

７週間経過後

(2/26公表)

入院患者数（５４人以上） ６３人 ６７人 ４１人 ２９人

重症者（７人以上） ２人 ３人 ２人 １人

療養・入院者数（２０７人） １７７人 ２０９人 ８４人 ４１人

陽性率（１０％以上/週） ７．５％
（1/1〜1/7）

３．６％
（1/15〜1/21）

１．５％
（1/29〜2/4）

１．３％
（2/19〜2/25）

新規感染者数（２０７人以上/週） １３６人
（1/1〜1/7）

１２１人
（1/15〜1/21）

２７人
（1/29〜2/4）

１７人
（2/19〜2/25）

直近１週間の感染者が先週より多い 先週より増加
（先週73人）

先週より減少
（先週179人）

先週より減少
（先週68人）

先週より増加
（先週15人）

感染経路不明（５０％） ２４．３％
（12/26〜1/1）

２１．８％
（1/9〜1/15）

１２．９％
（1/23〜1/29）

２２．２％
（2/13〜2/19）2



○ 「特別警戒期間」は
３月１日（月）で終了

○今後は、「感染警戒期」として、
引き続き感染回避⾏動を徹底

 感染拡大地域（特定都道府県）の不要不急の往
来や出張の自粛は、法に基づく要請として継続します。

 年度替わりの恒例⾏事等（歓送迎会、卒業旅⾏、
転居等）による感染リスクに、特に注意しましょう。

 マスクの着用など、基本的な感染回避⾏動を徹底して
ください。ウイルスは油断につけこみます。

3

①歓送迎会や卒業・入学パーティー等の恒例行事
➣歓送迎会等では、会食の注意事項をしっかり守って楽しむ
・⽇頃会わない⽅とは、⻑時間・⼤⼈数を避けて
・体調不良の⽅は参加しない・させない
・感染拡⼤地域での滞在など、感染リスクの高い行動を
した⽅は参加を自粛

➣卒業式や入学式の前後もマスク着用、会話は控える、
⼈と⼈との間隔を十分確保するなど、感染防止対策を徹底

②卒業旅行や転勤・転居などの人の移動
➣卒業旅行は、感染拡⼤地域を避け、混雑しない時期に
いつもの仲間と楽しむ

➣転勤・転居等で感染拡⼤地域から来県・帰県前後の２週間
は、不特定多数との接触を控えるなど感染回避行動に注意

年度替わりの恒例⾏事等の注意事項
新しい季節 ポイント押さえて コロナに勝つけん︕

4



〇法に基づく要請は感染拡⼤地域への不要不急の往来⾃粛のみ継続
項目 現在 ３月２日以降

対策期間 1/8(金)〜3/7(⽇) 〜3/1(月)まで（前倒し解除）

期間名称 「特別警戒期間」 「特別警戒期間」は終了
「感染警戒期」は継続

要請・
協力依頼
内容

感染拡大地域への不要不急の往来
や出張の自粛

継続（法による要請）
3/7(日)（緊急事態宣言終了）まで

会食(飲み会)に関する注意 年度替わりの恒例行事等の注意
に変更（法要請⇒協力依頼）

「５つの場面」の注意 継続（法要請⇒協力依頼）
事業者によるテレワークや時差出
勤等の一層促進 継続（法要請⇒協力依頼）
業種別ガイドラインの実践 継続（法要請⇒協力依頼）
医療・高齢施設の面会制限 一部緩和（協力依頼）
県立学校における身体接触を伴う
活動等の制限 一部緩和

イベント等感染対策の徹底 継続（協力依頼）

感染拡⼤を防ぐための要請・協⼒依頼内容

5

○県内宿泊旅⾏代⾦割引（追加）
県内宿泊旅⾏の5,000円割引（１⼈泊あたり）の追加発⾏（5,000⼈泊）
●対象期間・対象者︓3月2日〜3月31日・愛媛県⺠のみ（県外在住者は利用不可）
●取扱い ︓県内旅⾏会社 ※ＧｏＴｏトラベルの全国⼀⻫停⽌ (12/28〜3/7まで)
●県からのメッセージ︓卒業旅⾏でも是非ご利用ください。

○卒業生応援キャンペーン（新規）
卒業旅⾏を県内で実施した⾼校生以上の卒業生へ抽選で県産品をプレゼント(100名)
●応募期間︓3月2日〜3月21日
●応募⽅法︓県内屋外観光スポットでの動画又は写真を投稿

(＃愛媛最高 ＃愛媛しか勝たん ＃卒業旅⾏ のうち２つを付けて投稿)
●県からのメッセージ ︓県内の魅⼒を再発⾒し、当選した県産品は、お世話になった両親や先⽣に

感謝の気持ちを込めてプレゼントしましょう。
○Ｇｏ Ｔｏ イート（継続）
販売中（６月末まで利⽤可）
●県からのメッセージ︓感染防⽌に気を付けて是非ご利用ください。テイクアウト利用もお薦めです。

○事業者・生産者応援キャンペーン（継続）
感染防止策を徹底のうえ、飲食・宿泊・交通事業者等や生産者への応援を呼びかけ
●取組内容︓県内宿泊旅⾏代⾦割引、ＧｏＴｏイートの利用の呼びかけ、消費を後押しする市
町の取組みの集約・発信、頑張る飲食店の紹介 等

●発信⽅法︓ラジオ・ＳＮＳ・ＨＰ（実施中）、テレビ（3/上旬〜）、新聞（3/中旬）等

感染拡⼤を防ぎながら経済活動を応援

66



【県⺠・事業者】
○感染拡⼤地域（特定都道府県）への不要不急の往来や
出張の⾃粛
●やむを得ない往来や出張（物流等の社会インフラ関係、受験、医療、冠婚
葬祭等）は、感染回避⾏動を徹底

●その場合、帰県後2週間は、体調管理に留意し、懇親会等の自粛など感染
回避⾏動を徹底
［期間］ 令和3年1月8日(⾦)〜3月7日(日)まで

※緊急事態宣⾔終了まで
［根拠］ ⾏動自粛の協⼒要請、事業活動における協⼒要請

【特措法第24条9項】（継続）
●宣言解除地域についても、特定都道府県に準じた警戒を

感染拡⼤を防ぐための要請内容(詳細)

7

〇 感染拡大地域との往来による感染リスクへの対処
（法に基づく要請として継続）

〇 年度替わりの恒例⾏事等での感染リスクへの対処(協⼒依頼)
【県⺠・事業者】
○年度替わりの恒例⾏事等に関して、次の事項に注意
①歓送迎会や卒業・入学パーティーなどの恒例⾏事
●歓送迎会等では、日頃会わない⽅との大人数、⻑時間の会食は避ける
●体調不良の⽅は会食に参加しない、させない
●感染拡大地域での滞在など、2週間以内に感染リスクの高い⾏動をとって
いる⽅は、会食を避ける
※頻繁に飲み歩くなど不特定多数の人と接触している⽅は特に注意

●卒業式、入学(社)式の前後も感染回避⾏動を徹底
（マスク着用、会話を控える、体調が悪い場合は参加しないなど）
●卒業式、入学(社)式の主催者は会場での適切な感染防⽌対策を徹底
（換気、消毒液設置、人と人との間隔の十分な確保など）

②卒業旅⾏や転勤・転居などの⼈の移動
●卒業旅⾏は、感染拡大地域を避け、混雑しない平日に、いつもの仲間で⾏動
●転勤・転居等で感染拡大地域から来県される⽅は、来県２週間前から不特
定多数の⽅との接触を控えるなど、感染回避⾏動に注意

●感染拡大地域からの来県・帰県後２週間も同様に感染回避⾏動に注意 8

感染拡⼤を防ぐための協⼒依頼内容(詳細)



【県⺠・事業者】
○感染リスクが⾼まる「５つの場面」に十分注意
●「５つの場⾯」︓ ①飲酒を伴う懇親会等、②大人数や⻑時間におよぶ飲食、

③マスクなしでの会話、④狭い空間での共同⽣活、
⑤居場所の切り替わり

【事業者】
○テレワークや時差出勤等の継続
●業務時間における感染リスクを減らし、執務中のソーシャルディスタンスを保つ

○「３つの密」の回避に向けた業種別ガイドラインの実践

9

〇 社会経済活動における感染リスクへの対処（協⼒依頼）

感染拡⼤を防ぐための協⼒依頼内容(詳細)

【医療機関・高齢者施設等】
○面会は時間や⼈数を制限し、適切な感染予防策を実施
［内容］①施設の特性を踏まえ、患者・利用者・家族のQOLも考慮して⾯会の

必要性を検討
②⾯会時は適切な感染予防策を実施

【県⽴学校】
○授業や部活動において⾝体接触を伴う活動等は、学校⻑の許可
の下、健康観察や３密回避を徹底し注意をして実施
○練習試合は県内校を対象とするものは実施。ただし、学校⻑が
必要性を十分に検討のうえ、厳選したものに限る。

【公共施設、イベント等】
○感染防止対策の徹底
○えひめコロナお知らせネット等の活⽤

〇 社会経済活動における感染リスクへの対処（協⼒依頼）

10

感染拡⼤を防ぐための協⼒依頼内容(詳細)
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